
 

 

付議案第 47 号  

 

   福岡市公民館条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める

規則案 

 

 上記の付議案を提出する。 

  平成 23 年６月 29 日  

                福岡市教育委員会      

                  教育長  酒井  龍彦    

 

 理由  

 本件は，福岡市東光公民館の新築移転に伴い，福岡市公民館条例の一部を改

正する条例の施行期日を定める必要があるので，福岡市教育委員会事務委任規

則第２条第２号の規定により付議するものである。 

 

 福岡市公民館条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則 

 

 福岡市公民館条例の一部を改正する条例（平成 23 年福岡市条例第 19 号）中

附則に規定する改正規定は，平成 23 年７月１日から施行する。 

 

 

1



【東光公民館位置図】
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